
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスと無線通信を行い、前記デバイスを介して、前記デバイスに接続されたインタ
ーネットに接続する無線通信制御方法であって、
　前記デバイスに問い合わせ要求信号を送信する問い合わせ要求信号送信ステップと、
　応答したデバイスのデバイスクラスを記憶するデバイスクラス記憶ステップと、
　前記デバイスに対してデバイスタイプ別に異なるパラメータの要求信号を送信するパラ
メータ要求信号送信ステップと、
　前記デバイスから前記パラメータを受信するパラメータ受信ステップと、
　前記受信したパラメータを設定するパラメータ設定ステップと、
　 前記デバイスを介してインターネットに接続要求を
行う接続要求ステップとを有することを特徴とする無線通信制御方法。
【請求項２】
　デバイスと無線通信を行い、前記デバイスを介して、前記デバイスに接続されたインタ
ーネットに接続するための無線通信制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムであって、
　前記デバイスに問い合わせ要求信号を送信する問い合わせ要求信号送信モジュールと、
　応答したデバイスのデバイスクラスを記憶するデバイスクラス記憶モジュールと、
　前記デバイスに対してデバイスタイプ別に異なるパラメータの要求信号を送信するパラ
メータ要求信号送信モジュールと、
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　前記デバイスから前記パラメータを受信するパラメータ受信モジュールと、
　前記受信したパラメータを設定するパラメータ設定モジュールと、
　 前記デバイスを介してインターネットに接続要求を
行う接続要求モジュールとを有することを特徴とするプログラム。
【請求項３】
　請求項２に記載のプログラムをコンピュータ読み取り可能に格納することを特徴とする
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信制御方法及び無線通信制御装置及び無線通信制御装置の制御プログラ
ム及び記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、通信機能を備える端末でインターネットデータ通信が行われてきた。その一例とし
て挙げると、端末とモデム（ＴＡ）とを接続し、ダイヤルアップによりインターネットに
接続したり、端末と携帯電話とをケーブル接続しダイヤルアップによりインターネットに
接続したり、直接イーサー（Ｅｔｈｅｒ）ケーブルとハブ（ＨＵＢ）とを介して域内通信
網（ＬＡＮ）に接続したり、その接続形態は多様であった。
【０００３】
　その中で Bluetooth （ブルートゥース）等の規格に定められた無線により
、端末機器間を無線通信により通信し、インターネット網への接続をケーブルレスで実現
可能となった。そして、端末側は、多様なインターネットプロトコルＰＰＰ（ポイント・
ツゥー・ポイント・プロトコル）、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル、ＩＰプロトコルの少なくと
も一つを用いて通信網との接続を行うように選択するという方法が提案されている。
【０００４】
この方法は、例えば、特開２００１－７７８７８号に開示されているように、ホスト機器
にユーザ情報と通信設定情報とを記憶させ、この記憶内容に基づいて、通信網との間のプ
ロトコルを選択するというものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような方法では、近年の Bluetooth等の近距離無線通信を利用した
端末のように移動性も重視した機器においては、インターネット網への接続は、予め設定
して記憶しているアクセスポイント以外の利用が可能になることが見込まれる。つまり、
様々なロケーションに応じてアクセスポイントを切り替える必要がある。
【０００６】
そこで、端末機器のユーザは、これらのロケーションに応じたアクセスポイントの切り替
えを、上述した方法のように予め設定した中から選択するには、設定する情報量も多く、
その中から最適なものを選び出すのは、機器の操作性を損なうだけでなく、ユーザに多大
な負荷を与えることになるという問題点があった。
【０００７】
　本発明は、上述のような従来技術の有する問題点を解決するためになされたもので、そ
の目的は、
無線通信制御方法 及びこ ログラム
を格納 記憶媒体を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の無線通信制御方法は、デバイスと無線通信を行い
、前記デバイスを介して、前記デバイスに接続されたインターネットに接続する無線通信
制御方法であって、前記デバイスに問い合わせ要求信号を送信する問い合わせ要求信号送
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ユーザの複雑な設定を不要とし、スムーズにインターネット接続を実現できる
、該無線通信制御方法を実行するためのプログラム のプ

する



信ステップと、応答したデバイスのデバイスクラスを記憶するデバイスクラス記憶ステッ
プと、前記デバイスに対してデバイスタイプ別に異なるパラメータの要求信号を送信する
パラメータ要求信号送信ステップと、前記デバイスから前記パラメータを受信するパラメ
ータ受信ステップと、前記受信したパラメータを設定するパラメータ設定ステップと、

前記デバイスを介してインターネットに接続要求を行う
接続要求ステップとを有することを特徴とする。
【００１０】
　また、上記目的を達成するために、本発明のプログラムは、デバイスと無線通信を行い
、前記デバイスを介して、前記デバイスに接続されたインターネットに接続するためのコ
ンピュータ読み取り可能なプログラムであって、前記デバイスに問い合わせ要求信号を送
信する問い合わせ要求信号送信モジュールと、応答したデバイスのデバイスクラスを記憶
するデバイスクラス記憶モジュールと、前記デバイスに対してデバイスタイプ別に異なる
パラメータの要求信号を送信するパラメータ要求信号送信モジュールと、前記デバイスか
ら前記パラメータを受信するパラメータ受信モジュールと、前記受信したパラメータを設
定するパラメータ設定モジュールと、 前記デバイスを
介してインターネットに接続要求を行う接続要求モジュールとを有することを特徴とする
プログラムとを有することを特徴とする。
【００１１】
　更に、上記目的を達成するために、本発明の記憶媒体は、 プログラム
を 格納 ことを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の各実施の形態を図面に基づき説明する。
【００１３】
本発明の特徴は、例えば、 Bluetooth等のアドホックな接続を使ってインターネット網に
接続する場合に、ユーザにとって最適な接続相手（アクセスポイント）を選択可能にする
ものである。
【００１４】
（第１の実施の形態）
まず、本発明の第１の実施の形態を図１～図５に基づき説明する。
【００１５】
図１は、本発明の第１の実施の形態に係る無線通信制御装置を有するデータ通信システム
の構成を示す図である。
【００１６】
図１において、１００は無線通信機能を有するデジタルカメラ、１０１はＬＡＮのアクセ
スポイント（ＬＡＮ－ＡＰ）で、構内ネットワーク網（ＬＡＮ）１０４につながるインタ
フェースを有し、第１サーバー１０８及び第２サーバー１０９に接続可能である。１０２
はモデム（ＭＯＤＥＭ  Ｓｔａｔｉｏｎ）で、公衆網１０５（ＰＳＴＮ／ＩＳＤＮ）を介
してサービスプロバイダ１１０に接続可能である。１０３は携帯電話（ＭｏｂｉｌｅＰｈ
ｏｎｅ）で、無線基地局（ＣｅｌｌＳｔａｔｉｏｎ）１０６を介して公衆網（ＰＳＴＮ／
ＩＳＤＮ等）１０７を媒介にインターネットサーバー１１１に接続可能である。また、デ
ジタルカメラ１００、ＬＡＮのアクセスポイント１０１、モデム１０２及び携帯電話１０
３は、無線通信により通信を行い、それぞれインターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）網１１
２との間でデータの送受信を行うことができる。
【００１７】
図２は、図１に示した無線通信機能を有するデジタルカメラ１００の機能部の構成を示す
ブロック図である。
【００１８】
図２において、２００はデジタルカメラ本体で、システム制御部２０１、無線通信制御処
理部２０２、撮像部２０３、電源部２０４、画像処理部２０５、プログラム記憶部２０６
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、操作部２０７、記録部インターフェース（Ｉ／Ｆ）２０８、記録部２０９、通信設定情
報記憶部２１０、優先度記憶部２１１、表示部２１２、無線通信ＨＷ部２１３、アンテナ
２１４及びＲＡＭ記憶部２１５等から構成されている。
【００１９】
無線通信制御処理部２０２は、デジタルカメラ１００と図１に示すアクセスポイント１０
１、モデム１０２及び携帯電話１０３を無線通信接続する手段を有し、問い合わせ信号及
び送信データ等をシステム制御部２０１の指示に基づいて送信し、また、問い合わせの応
答信号及び受信データ等をシステム制御部２０１の指示に基づいて受信する。
【００２０】
この無線通信制御処理部２０２は、本発明のＡＰ属性検出手段とインターネット網へ接続
する手段とＡＰサービス検索手段とを含んで構成され、プログラム記憶部２０６に記憶さ
れたプログラムを読み出し、該読み出したプログラムに従って各機能部の制御を行う。
【００２１】
図３は、図１に示した無線通信機能を有するデジタルカメラ１００がＬＡＮ－ＡＰ１０１
、モデム１０２及び携帯電話１０３の各アクセスポイント（ＡＰ）を介してインターネッ
ト網１１２と通信を行う場合のシーケンス図である。
【００２２】
まず、アプリケーションによってインターネット接続要求を行う（ステップＳ３１０）。
ここでは、まず、無線通信制御処理部２０２に対して装置属性要求を行う（ステップＳ３
１１）。この装置接続要求を受けた無線通信制御処理部２０２は、ブロードキャスト信号
になる問い合わせ要求信号を周辺のデバイス装置（ここでは、携帯電話１０３、モデム１
０２、ＬＡＮ－ＡＰ１０１）に送信する（ステップＳ３１２、ステップＳ３１３、ステッ
プＳ３１４）。
【００２３】
無線通信制御処理部２０２からの問い合わせ信号を受信したデバイス装置は、自身のデバ
イスクラスを含んだ応答信号をデジタルカメラ１００に対して送信する（ステップＳ３１
５、ステップＳ３１６、ステップＳ３１７）。デバイス装置からの応答信号を受信したデ
ジタルカメラ１００の無線通信制御処理部２０２は、装置属性通知をアプリケーションに
通知し（ステップＳ３１８、ステップＳ３１９、ステップＳ３２０）、アプリケーション
は、指定個数の応答、或いは問い合わせ要求の応答待ちタイムアウトを経て、アクセスポ
イント検索完了になる（ステップＳ３２１）。
【００２４】
そして、問い合わせの結果の装置リストを表示し（ステップＳ３２２）、アプリケーショ
ンでは、この装置リストから装置を選択し、アクセスポイントに関する情報設定を行う（
ステップＳ３２３）。続いて、アプリケーションは、接続要求を無線通信制御処理部２０
２に行い（ステップＳ３２４）、該無線通信制御処理部２０２は、先に行ったアクセスポ
イントに関する情報設定の中で利用するプロファイル種別に関する部分を参照する（ステ
ップＳ３２５）。
【００２５】
次の３３４は、選択装置として携帯電話１０３を選択した場合のシーケンスである。
【００２６】
まず、接続に必要なプロファイルを選択し、ここではダイヤルアッププロファイルを選択
する（Ｓ３２５－０）。無線通信制御処理部２０２は、携帯電話１０３に対してダイヤル
アップでの接続要求を行う（ステップＳ３２６）。携帯電話１０３は、公衆網１０５に対
して発信を行う（ステップＳ３２７）。相手先からの応答信号が携帯電話１０３に通知さ
れると（ステップＳ３２８）、携帯電話１０３は、無線通信制御処理部２０２に対してダ
イヤルアップ接続完了の旨を意味する応答信号を送信する（ステップＳ３２９）。
【００２７】
デジタルカメラ１００の無線通信制御処理部２０２は、携帯電話１０３を介してサービス
プロバイダ１１０の間でＰＰＰ接続処理フェーズを行い、ユーザ認証等の処理を行って（
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ステップＳ３３０）、接続完了をアプリケーションに通知する（ステップＳ３３１）。次
に、インターネットネットワークプロトコル処理フェーズ（ＴＣＰ／ＩＰ）に進み、リン
ク接続完了の後（ステップＳ３３２）、インターネット通信が可能になる（ステップＳ３
３３）。
【００２８】
一方、３４４は、選択装置としてＬＡＮアクセスポイントを選択した場合のシーケンスで
ある。
【００２９】
まず、接続に必要なプロファイルを選択し、ここではＬＡＮアクセスプロファイルを選択
する（ステップＳ３４０）。無線通信制御処理部２０２は、ＬＡＮ－ＡＰ１０１に対して
ＩＰアドレス要求を行う（ステップＳ３４１）。ＬＡＮ－ＡＰ１０１は、空いているＩＰ
アドレスを無線通信制御処理部２０２に通知する（ステップＳ３４２）。この場合ＬＡＮ
－ＡＰ１０１は、インターネットにあるＤＨＣＰサーバーに問い合わせることもある。Ｉ
Ｐアドレスを割り当てられた後には、アプリケーションは、ＷＥＢサーバーとの間でイン
ターネット通信を行うことが可能になる（ステップＳ３４３）。
【００３０】
図４は、図２の通信設定情報記憶部２１０に記憶されており、デバイスクラスと各デバイ
スクラスに応じたプロパティ及びその値の相関を示す図である。
【００３１】
図４において、４００はデバイスクラスの種類であり、ここではモデム（ＭＯＤＥＭ）、
携帯電話（ＭｏｂｉｌｅＰｈｏｎｅ）、ＦＡＸ、ＬＡＮ－ＡＰがある。４０１はデバイス
クラスがモデムの場合のプロパティ及びその値であり、ここではプロファイルとしてダイ
ヤルアップ、ＡＰの電話番号として０３－００００－０００１、ＤＨＣＰサーバーとして
２５５．２５５．２５５．１２３、プロトコルとしてＰＰＰ／ＴＣＰＩＰがある。同様に
４０２はデバイスクラスが携帯電話の場合のプロパティ及びその値、４０３はデバイスク
ラスがＦＡＸの場合のプロパティ及びその値、４０４はデバイスクラスがＬＡＮ－ＡＰの
場合のプロパティ及びその値である。これらの値は、図３の装置選択及びＡＰの設定の際
に通信設定情報記憶部２１０に記憶され、無線通信制御処理部２０２は、ここにある値に
応じて適切な処理を行うものである。
【００３２】
図５は、図３に示すシーケンスにおけるステップＳ３２２の装置リスト表示を行った場合
の表示部２１２に表示される装置リストの一例を示す図である。ここで、接続ボタン５０
１の押下により、デバイスクラスの検索及び選択等を行う。
【００３３】
これにより、デジタルカメラ１００は、どの場所にいても、近くにあるアクセスポイント
のデバイスの能力に応じたインターネット接続が可能になる。特に、 Bluetooth等のデバ
イスを限定して探索する等の機能を有する無線通信を利用することにより、更に利便性が
向上する（インターネット接続に関係しないデバイスは表示しない、或いは接続可能なデ
バイス群のみを表示することが可能である。）という本実施の形態特有の効果が得られる
。
【００３４】
（第２の実施の形態）
次に、本発明の第２の実施の形態を図６及び図７に基づき説明する。
【００３５】
尚、本実施の形態に係る無線通信制御装置を有するデータ通信システムの構成は図１と同
一であり、また、本実施の形態に係る無線通信制御装置における無線通信機能を有するデ
ジタルカメラの機能部の構成は図２と同一であるから、これら両図を流用して説明する。
【００３６】
図６は、本発明の第２の実施の形態に係る無線通信制御装置における接続デバイスに優先
度を持たせた場合の、図２に示す優先度記憶部２１１の記憶内容を表わすデバイス優先度
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テーブルの一例を示す図である。
【００３７】
図６において、６００はデバイス優先度テーブル、６０１～６０３は優先度（１）～（３
）を表わす。この優先度（１）６０１～（３）６０３は、ＡＰの選択デバイスとしての接
続順番になる。６０４は優先度（１）６０１がＬＡＮ－ＡＰであることを示す。６０５は
優先度（２）６０２がモデム（ＭＯＤＥＭ）であることを示す。６０６は優先度（３）６
０３が携帯電話（ＭｏｂｉｌｅＰｈｏｎｅ）であることを示す。
【００３８】
図７は、図６の優先度に従った場合のデジタルカメラ１００と各ＡＰの接続シーケンス図
である。
【００３９】
図７において、ＳＡ７００は優先度設定処理である。ここでは、優先度の高い方から、装
置ＡがＬＡＮ－ＡＰ１０１、装置Ｂがモデム（ＭＯＤＥＭ）１０２、装置Ｃが携帯電話（
ＭｏｂｉｌｅＰｈｏｎｅ）１０３を表わす。
【００４０】
まず、インターネット接続アプリケーションは、接続時に無線通信制御処理部２０２に対
して装置属性の検索要求を行う（ステップＳ７０１）。無線通信制御処理部２０２は、そ
れぞれ装置Ａ、Ｂ、Ｃに対して問い合わせ要求信号を送信する（ステップＳ７０２ａ、ス
テップＳ７０２ｂ、ステップＳ７０２ｃ）。各装置Ａ、Ｂ、Ｃは、問い合わせ要求を受信
後に問い合わせ応答信号をデジタルカメラ１００に送信する（ステップＳ７０３ａ、ステ
ップＳ７０３ｂ、ステップＳ７０３ｃ）。無線通信制御処理部２０２は、それぞれの問い
合わせ応答信号に応じて装置属性をアプリケーションに通知し（ステップＳ７０４、ステ
ップＳ７０５、ステップＳ７０６）、優先度順に接続相手をソートする。
【００４１】
次に、優先度順に接続を試みる（ステップＳＡ７０７）。
【００４２】
まず、デジタルカメラ１００は、優先度（１）の装置Ａに接続要求を送信し（ステップＳ
７０８）、接続拒否を装置Ａから受信する（ステップＳ７０９）。続いて、優先度（２）
の装置Ｂに接続要求を送信し（ステップＳ７１０）、接続を失敗する（ステップＳ７１１
）。続けて、優先度（３）の装置Ｃに接続要求を送信し（ステップＳ７１２）、応答信号
を受信する（ステップＳ７１３）。この場合には、無線通信制御処理部２０２は、アプリ
ケーションに接続成功したことを通知し（ステップＳ７１４）、インターネット通信に必
要な通信プロトコルを起動して通信を行う。
【００４３】
また、この場合は、最終的に接続が成功する場合のシーケンスになるが、全ての通信に失
敗した場合には、アプリケーションに失敗したことを通知し、その理由によっては、再度
優先度（１）から再接続を行ったり、タイマによって数秒経過後に再接続を行う等、アプ
リケーションに応じて使い分けることも可能である。
【００４４】
また、接続時間の短縮を図るために、優先度毎に装置属性要求を行い、問い合わせ要求信
号を送信することによって、優先度に従ったデバイスの篩い分け（フィルタリング）を行
うことも可能である。
【００４５】
このように、料金やアクセスの行い易さ等、ユーザの志向に応じてアクセスポイントの設
定を行い、それに従って接続を行うことにより、インターネット接続を最もユーザの意思
に近い形で実現できるという本実施の形態特有の効果がある。
【００４６】
（第３の実施の形態）
次に、本発明の第３の実施の形態を図８～図１０に基づき説明する。
【００４７】
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尚、本実施の形態に係る無線通信制御装置を有するデータ通信システムの構成は図１と同
一であり、また、本実施の形態に係る無線通信制御装置における無線通信機能を有するデ
ジタルカメラの機能部の構成は図２と同一であるから、これら両図を流用して説明する。
【００４８】
図８は、本発明の第３の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデジタルカメラ１０
０とＡＰとのインターネット接続動作の流れを示すフローチャートである。
【００４９】
まず、デジタルカメラ１００のアプリケーションでインターネット接続ボタンを押下する
（ステップＳ８００）。それに伴い問い合わせ要求信号を送信し（ステップＳ８０１）、
その問い合わせ要求信号に対する問い合わせ応答信号を受信する（ステップＳ８０２）。
これを、指定個数のデバイス、或いはタイムアウト時間だけ繰り返す（ステップＳ８０３
）。応答があった場合には、応答受信した装置のデバイスクラスを記憶し（ステップＳ８
０３）、接続デバイスの選択を行う（ステップＳ８０５）。
【００５０】
次に、デジタルカメラ１００は、選択されたデバイスに対して、デバイスタイプ別に異な
るサービス要求、つまりＡＰとの接続に必要となるパラメータの要求信号を送信する（ス
テップＳ８０６）。そして、ＡＰからサービス応答信号を受信する（ステップＳ８０７）
。これを、必要なパラメータ情報を全て取得するまで繰り返す（ステップＳ８０８）。そ
して、必要なパラメータ情報を全て取得した場合は、ＡＰパラメータの設定を行い（ステ
ップＳ８０９）、指定デバイス（ＡＰ）を介してインターネットに接続要求を行う（ステ
ップＳ８１０）。そして、インターネットの接続応答信号を受信した場合は（ステップＳ
８１１）、インターネット通信が可能となる（ステップＳ８１２）。
【００５１】
図９は、本発明の第３の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデバイスクラス毎に
必要となるサービス要求のリストテーブルの一例を示す図である。　図９において、９０
０はアクセスポイント種別で、この場合には、モデム（ＭＯＤＥＭ）９０２、携帯電話（
ＭｏｂｉｌｅＰｈｏｎｅ）９０３、ＬＡＮ－ＡＰ９０４がある。９０１は各クラス毎のリ
ストを表わす。デバイスクラスがモデム９０２の場合は、プロファイル、ＡＰ電話番号、
ＤＨＣＰ／ＤＮＳサーバー及びプロトコル種別である。また、デバイスクラスが携帯電話
９０３及びＬＡＮ－ＡＰ９０４の場合も同様である。このリストテーブルは、図８におけ
るステップＳ８０８の判断基準として利用される。
【００５２】
図１０は、ＬＡＮ－ＡＰ９０４を選択した場合にサービス要求を行った後のパラメータの
設定の一例を示す図である。
【００５３】
図１０において、１０００はアクセスポイント種別のエリアであり、この場合はＬＡＮ－
ＡＰ１００３を指している。１００１はサービス要求のリストを表わし、ＬＡＮ－ＡＰ１
００３の場合には、プロファイルとプロトコル種別とＤＨＣＰ／ＤＮＳサーバー（プロト
コル種別によっては不要である。例えば、ＩＰｖ６では不要。）を表わし、それぞれ、そ
の値がＰＡＮプロファイル１００６、ＩＰｖ（６）１００６、ＮＵＬＬ（無し）１００４
を表わす。この場合は、図８におけるステップＳ８０９のＡＰパラメータ設定処理が行わ
れたことになる。
【００５４】
このように、接続相手となるＡＰから、そのＡＰに必要となるサービスのパラメータデー
タを取得することにより、ユーザは、事前にＡＰのクラス毎の設定プロパティを行う必要
がなく、更なる操作性の向上を実現できるという本実施の形態特有の効果が得られる。
【００５５】
尚、本発明の目的は、上記実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記録した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピ
ュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し
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て実行することによっても達成されることは言うまでもない。
【００５６】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成するこ
とになる。
【００５７】
また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登録
商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮
発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００５８】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を
行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【００５９】
更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施の形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００６１】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、デバイスに問い合わせ要求信号を送信し、応答し
たデバイスのデバイスクラスを記憶し、デバイスに対してデバイスタイプ別に異なるパラ
メータの要求信号を送信し、デバイスから受信したパラメータを設定し、

デバイスを介してインターネットに接続要求を行うので、ユーザの複雑な
設定を不要とし、スムーズにインターネット接続を実現できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る無線通信制御装置を有するインターネット無線
データ通信システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデジタルカメラの構
成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る無線通信制御装置における問い合わせ要求の応
答信号に含まれるデバイスクラスに応じてインターネット接続を行う場合のシーケンス図
である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデバイスクラスに応
じた設定プロパティのメモリ内容を表わす図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る無線通信制御装置における問い合わせの応答信
号を受信した場合のデジタルカメラの表示例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデバイスクラスに接
続の優先順位をもたせた場合のデバイス優先テーブルの一例を示す図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデバイスクラスに優
先順位を持たせた場合のデジタルカメラとアクセスポイントとの通信動作を表わすシーケ
ンス図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるインターネット接続
に必要なパラメータのサービス要求動作の流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるサービス要求を行う
場合に必要となるデバイスクラス毎のサービス要求リストの一例を示す図である。
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【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る無線通信制御装置におけるデバイスクラス毎
のサービス要求リストの値をサービス要求の応答信号として受信した後のメモリ内容の一
例を示す図である。
【符号の説明】
１００　　　デジタルカメラ
１０１　　ＡＰ（ＬＡＮアクセスポイント：ＬＡＮ－ＡＰ）
１０２　　ＡＰ（モデム：ＭＯＤＥＭ）
１０３　　ＡＰ（携帯電話：ＭｏｂｉｌｅＰｈｏｎｅ）
１０４　　ＬＡＮネットワーク
１０５　　公衆網（ＰＳＴＮ／ＩＳＤＮ）
１０６　　無線基地局（ＣｅｌｌＳｔａｔｉｏｎ）
２０１　　システム制御部
２０２　　無線通信制御処理部
２０３　　撮像部
２０４　　電源部
２０５　　画像処理部
２０６　　プログラム記憶部
２０７　　操作部
２０８　　記録部インターフェース（Ｉ／Ｆ）
２０９　　記録部
２１０　　通信設定情報設定記憶部
２１１　　優先度記憶部
２１２　　表示部
２１３　　無線通信ＨＷ部
２１４　　アンテナ
２１５　　ＲＡＭ記憶部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(12) JP 3880432 B2 2007.2.14



フロントページの続き

(72)発明者  藤井　賢一
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  茂呂　さやか

(56)参考文献  特開２００２－１４９５２１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１５４２７３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２９５６５０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３０８８６６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－３２７４６３（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０２／００１３７１（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L 12/00-12/28
              H04L 12/44-12/66
              H04L 13/00-13/18
              H04B  7/24- 7/26
              H04Q  7/00- 7/38

(13) JP 3880432 B2 2007.2.14


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

